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　大変混雑することが予想されます。
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 また、電子申請であれば 月 日（日）から申告・納付が可能です。
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申告・納付は6月2日（月）から7月10日（木）までに



　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）
の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

2

納期

口座振替納付日 9月8日 11月14日 2月16日

7月10日 10月31日 2月2日

全期・第1期 第2期 第3期

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

3の申告書（労働
保険番号の3桁
目が「3」のもの：藤色と
赤色）の申告・納付は
できません。

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局、労
働基準監督署または社会保険・
労働保険徴収事務センター（年金
事務所内）へご持参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局、労働基準監督署
または社会保険・労働保険徴収事
務センター（年金事務所内）あての
郵送での提出も可能です。労働局
の住所は送付した封筒の表面に
記載しております。事業主控に受
付印が必要な場合は返信用封筒
を必ず同封してください。

木 労働局・監督署・
●労働保険料の納期（平成26年度）

第3種特別加入保険料申
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では受付することはできま
せんので、管轄の労働基
準監督署・労働局へご持
参いただくか、お送りくださ
い。
第2種特別加入に関する
書類も同様の取扱いとな
っています。

事業主控に受付印が必要な場
合は、労働局又は労働基準監督
署へ提出用と控を一緒にご提出
ください。

口座振替を利用し
ない場合の納期限

海外派遣者で労災保険に特別加入（第3種特別加入）している方
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事業の種類（業種）の改正について 22

記入例1　差引額の計算
記入例2　確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当する場合）
　①　労働保険料のみ充当した場合の例
　②　一般拠出金のみ充当した場合の例
　③　労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例
記入例3　充当後還付額がでる場合
記入例4　労災・雇用保険料算定基礎額が同額の場合
記入例5　事業を廃止した場合（対象となる労働者がいなくなった場合も含む）
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「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額等
の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

　雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、
派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
②31日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。

　事業主と同居の親族は、原則としては対象者と
はなりません。ただし、同居の親族であっても、常時
同居の親族以外の労働者を使用する事業におい
て、一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次
の条件を満たすものについては、一般に私生活面
での相互協力関係とは別に独立して労働関係が
成立していると見て、対象者となります。具体的な
判断については、以下の要件を満たしているか否
かとなります。

日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて
雇用される者のうち、日雇労働で生計を立ててい
る者は日雇労働被保険者となります（臨時・内職
的な場合は該当せず）。65歳以上の者も含む。
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平成26年度から一般拠出金率が
引き下げられました。

事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1000分の0.02）

なお、平成25年度中に事業終了（廃止）等した場合は、P20、P21をご覧ください。

①労働保険の年度更新手続
②事業終了（廃止）

労働保険の確定保険料の申告に
併せて申告・納付します。

（4）算定方法

2
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○○○○
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昭和19年○月○日
昭和20年○月○日

取締役

25 26

いる者については、備考欄に氏名、役
職、雇用保険の資格の有無を記入して
ください。

保険の被保険者となる者や日雇労働者を
含む）の賃金額を記入してください。

雇用

　雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
　　　①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
　　　②31日以上の雇用見込みがある場合
　には原則として被保険者となります。

雇用関係があると認められる者に限
り、被保険者となります。（安定所で
の審査が必要です）
　なお、実質的な役員報酬分は除きま
す。

25
24

7

※賃金集計表は、今回お送りした封筒に同封しているほか、厚生労働
省ホームページに掲載しています。（下記URLもしくは「労働保険関係
各種様式」で検索してください。）
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※賃金集計表は、今回お送りした封筒に同封しているほか、厚生労働
省ホームページに掲載しています。（下記URLもしくは「労働保険関係
各種様式」で検索してください。）
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株式会社 ○○

卸売業・小売業

※口座振替を利用している事業は42ページをご覧ください。
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P.35

7の事業について

25
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49
50

24
25

25 24

26

98 9801
※一人親方等（第2種特別加入）

卸売業・小売業

平成26年度メリット制適用事業場には、ここに「メリット」と印字されています。

口座振替を利用されている場合、領収済通知書での納付はできません。

株式会社○○

株式会社 ○○ 

9801

7
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50

25 26

26 27

なお、1円未満の端数は切り捨ててください。

なお、1円未満の端数は切り捨ててください。

なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できませんので、
第1期に納付してください。

延

延

延

内訳、 金額の

2
2

36
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株式会社 ○○

卸売業・小売業

※口座振替を利用している事業は42ページをご覧ください。

9801

26

25
P.35

7の事業について

25

25
26

49
50

24
25

25 24

26

98 9801
※一人親方等（第2種特別加入）

卸売業・小売業

平成26年度メリット制適用事業場には、ここに「メリット」と印字されています。

口座振替を利用されている場合、領収済通知書での納付はできません。

株式会社○○

株式会社 ○○ 
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なお、1円未満の端数は切り捨ててください。

なお、1円未満の端数は切り捨ててください。

なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できませんので、
第1期に納付してください。

延

延

延

内訳、 金額の

2
2

36
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17.00

3.50

3.50

1,248,654

13.50

13.50

13.50

0.02

17.00

50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

⑴　充当額については、原則として、全期又は１期目の労働保険料額と一般拠出金に充当し、
余りがある場合には、２期目、３期目に充当することになります。
⑵　充当する場合は「　充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険料・一般
拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
なお、請求手続については、P.18の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

以下の３パターンがあります。
　「労働保険料のみ充当」
　「一般拠出金のみ充当」
　「労働保険料及び一般拠出金に充当」

充当のパターン

30

労働保険料のみ充当した場合の例①

1,248,654 823,781 424,873

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
274,595円

㉒（リ）
150,278円

＋ ㉒（ヘ）
1,135円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
1,135円
今期納付額
㉒（ヌ）
124,315円

充当意思「1」を記入
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9801

17.00

3.50

3.50

1,248,654

13.50

13.50

13.50

0.02

17.00

50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

⑴　充当額については、原則として、全期又は１期目の労働保険料額と一般拠出金に充当し、
余りがある場合には、２期目、３期目に充当することになります。

⑵　充当する場合は「　充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険料・一般
拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

なお、請求手続については、P.18の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

以下の３パターンがあります。
　「労働保険料のみ充当」
　「一般拠出金のみ充当」
　「労働保険料及び一般拠出金に充当」

充当のパターン

30

労働保険料のみ充当した場合の例①

1,248,654 823,781 424,873

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
274,595円

㉒（リ）
150,278円

＋ ㉒（ヘ）
1,135円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
1,135円
今期納付額
㉒（ヌ）
124,315円

充当意思「1」を記入
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9801

17.00

3.50

3.50

1,248,654

13.50

13.50

13.50

0.02

17.00

50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

1,248,654

充当意思「3」を記入

823,781

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
274,595円

㉒（リ）
149,143円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
125,450円
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9801

17.00

3.50

3.50

1,248,654

13.50

13.50

13.50

0.02

17.00

50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

一般拠出金のみ充当した場合の例②

1,248,654 823,781 1,135

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
274,595円
今期納付額
㉒（ヌ）
274,593円

充当意思「2」を記入

423,738

ロ

還付額

424,873

申
告
書
を
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50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

1,248,654

充当意思「3」を記入

823,781

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
274,595円

㉒（リ）
149,143円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
125,450円
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50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）823,781÷3＝

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）274,595円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）274,593円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）274,593円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

一般拠出金のみ充当した場合の例②

1,248,654 823,781 1,135

㉒（イ）
274,595円

㉒（チ）
274,593円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
274,595円
今期納付額
㉒（ヌ）
274,593円

充当意思「2」を記入

423,738

ロ

還付額

424,873

申
告
書
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記入例3　充当後還付額が出る場合

記入例3

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

18

9801

17.00

3.50

3.50

2,506,778

13.50

13.50

13.50

0.02

17.00

50

2,506,778 823,781 824,916

858,081

ロ

還付額

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。
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1,327,411円

1,327,411円

※記入例は、免除対象高年齢労働者がいない場合を示しています。

17.00

17.00

19

記入例4

9801

17

17

2

50

記入例4
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今回お送りしました年度更新申告書で、平成25年度中に

事業廃止等により確定申告をする場合には、一般拠出金

率が印字されているものと異なります！！

　平成26年4月1日より、一般拠出金の率が「1000分の0.02」となりましたが、平成25年度
中（平成25年4月1日～平成26年3月31日）に
①事業廃止した場合
②対象となる労働者がいなくなった場合　　　のいずれかに該当し、
③労働保険事務組合に委託した場合　　　　　お送りした申告書で確定申告する場合には、
一般拠出金の率は従来の「1000分の0.05」で計算します。

上記①～③のいずれかに該当する場合には、下の図のように一般拠出金の率を

「0.02」から「0.05」
に修正したうえで一般拠出金の計算をしてください。

平成25年度中に事業廃止等した場合には

0.05に修正して計算してください

※事業廃止等（上記①～③）の場合、電子申請での
申告はできませんので、ご注意ください。

｝

0.05
0.02

0.02
0.05

1,248,654 823,781 424,873

424,873 422,0352,838

5

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。

※還付額が生じた場合は、「記入例３　充当額還付額
が出る場合」を参照してください。

○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労働者を
雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもできます。

○平成26年4月1日以降に事業を廃止した場合には、もう1部申告書を提出する必要があるため、管轄の労働局、労働
基準監督署へご連絡ください。

○事業を廃止した場合、口座振替の対象とはならない場合があります。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

記入例5

25

申
告
書
を

3.50
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今回お送りしました年度更新申告書で、平成25年度中に

事業廃止等により確定申告をする場合には、一般拠出金

率が印字されているものと異なります！！

　平成26年4月1日より、一般拠出金の率が「1000分の0.02」となりましたが、平成25年度
中（平成25年4月1日～平成26年3月31日）に
①事業廃止した場合
②対象となる労働者がいなくなった場合　　　のいずれかに該当し、
③労働保険事務組合に委託した場合　　　　　お送りした申告書で確定申告する場合には、
一般拠出金の率は従来の「1000分の0.05」で計算します。

上記①～③のいずれかに該当する場合には、下の図のように一般拠出金の率を

「0.02」から「0.05」
に修正したうえで一般拠出金の計算をしてください。

平成25年度中に事業廃止等した場合には

0.05に修正して計算してください

※事業廃止等（上記①～③）の場合、電子申請での
申告はできませんので、ご注意ください。

｝

0.05
0.02

0.02
0.05

1,248,654 823,781 424,873

424,873 422,0352,838

5

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。

※還付額が生じた場合は、「記入例３　充当額還付額
が出る場合」を参照してください。

○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労働者を
雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもできます。

○平成26年4月1日以降に事業を廃止した場合には、もう1部申告書を提出する必要があるため、管轄の労働局、労働
基準監督署へご連絡ください。

○事業を廃止した場合、口座振替の対象とはならない場合があります。
申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

記入例5

25

申
告
書
を

3.50
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事業の種類（業種）の改正について9

　平成26年4月1日より、事業の種類（業種）を示す4ケタの区分（細目）が一部改正され
ました。
　該当する事業主等の方へお送りします年度更新申告書には、以下の3パターンの印字が
されておりますので、次ページを参考に記入をお願いします（該当しない場合には印字さ
れておりません）。
　なお、今回の改正による労災保険率の変更はありません。

記入方法
１．下の「各細目の解説」を元に、「　事業又は作業の種類」欄の該当する番号に○をつ
けてください。
２．※修正項目にあります「94○○」のところに、１．で選択した番号を記入してくださ
い。

31医療業　32社会福祉・介護事業
34保育所　35認定子ども園

36情報サービス
16前各項に該当しない事業

25教育業　33幼稚園
35認定こども園

3　 1

㉕欄で選択した事業の番号
を記入してください。

該当する番号・業種を○で
囲ってください。

31医療業　32社会福祉・介護事業
34保育所　35認定こども園

○25
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事業
番号

事業又は作業の
種類

概　要

２５ 教育業 学校、自動車教習所等の教育に関する事業
ただし、幼稚園の事業は「３３　幼稚園」に、認定こども園の事業
は「３５　認定こども園」になります

３１ 医療業 病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、看護業、療術業等の医療
及び保健衛生に関するサービスを行う事業

３２ 社会福祉・介護
事業

児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業等の社会福祉
及び介護に関するサービスを行う事業
ただし保育所の事業は「３４　保育所」に、認定こども園の事業は
「３５　認定こども園」になります

３３ 幼稚園 幼稚園の事業

３４ 保育所 保育所の事業

３５ 認定こども園 認定こども園の事業

３６ 情報サービス業 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等の情報サービス業及
びインターネット附随サービス業の事業

１６ 前各項に該当し
ない事業

前各項に該当しない事業

各細目の解説
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　これを「継続事業の一括」といいます（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第9条）。ま
た、指定する一つの事業のことを

いかん

主
満たす同業種の

支店や営業所等については、これらの労働保険料の申告・納付等の適用・徴収事務手続きに

平成26年度

置

24

２2 ２3 ２4 ２5 ２6

２6
２5２4２3２2

ついて、

2726

株式会社 ○○○

株式会社 ○○○

カブシキガイシャ ○○○

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部には振込が出
来ない場合があり
ます。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

裏面

　記入例2②、3のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合、記入例5のように事業を廃止した場合で
還付が生じる場合は、「労働保険料一般拠出金還付請求書」を提出してください。

（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）
（ダウンロード様式はありません）
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　　　給付基礎日額の変更
　変更を希望する場合は「第３種特別加入
保険料申告内訳名簿」⑥欄の変に○をし３
部とも、７月10日までに監督署または労働
局に提出し、承認を受けてください。
　３月18日～31日の間に「給付基礎日額変
更申請書」を提出し、すでに承認されてい
る方についても同様に記載します。
（３月18日～31日および年度更新期間以外の
受付はできませんので、ご注意ください。）

24

24

24

23

25

24
25

25

25

25 4

24 25

26 4

26

25 25 26 2624 24 25 25

海外派遣者で労災保険に特別加入（第3種特別加入）している方

※関係する用紙は、厚生労働省ホームページに掲載しています。（下記URLもしくは「労働保険
　各種様式」で検索してください。）

記入例（平成25年度年度更新時に提出したもの）

記入例（平成26年度年度更新時に提出するもの）

（参考）海外出張と海外派遣の区別について
区分 海外出張の例 海外派遣の例

業
務
内
容

1
2
3
4
5
6

商談
技術・仕様等の打合せ
市場調査・会議・視察・見学
アフターサービス
現地での突発的なトラブル対処
技術習得等のために海外へ赴く場合

1

2
3

　海外関連会社（現地法人、合併会社、提
携先企業等）へ出向する場合
　海外支店、営業所等へ転勤する場合
　海外で行う据付工事・建設工事（有期事
業）に従事する場合（統括責任者、工事監
督者、一般作業員等として派遣される方）

（特別加入者にかかる加入申請、脱退、変更等が発生した場合には、その都度管轄の監督署への各種届が必要です）

24 25
25

25

25

平成26年度より
新たに加入した
場合、⑤欄は空
欄になります。

28 29

28 29
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28 29

1月分の保険料算定基
礎額はP.34の月割早見
表を参照してください。

1月分の保険料算定基
礎額はP.34の月割早見
表を参照してください。

25 26

26 4 26 4

※既に出国及び帰国について変更届を提出している方、また派遣が平成26年度中に終了予定となる
　方について記載してください。

30 31
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26

6

7

雇用保険分及び
一般拠出金は
記入不要

25,000円
9,125,000円

8,760,000円

8,030,000円

24,000円

22,000円

26 4

26

25 25

25

25 26
26

全員が脱退もしくは事業を廃止した場合には、P.20の記入例を参考としてください。

領収済通知書欄については、P.10、P.11を参照してください。

32 33

30
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26

事業主欄に「記名押印又は署名」しましたか。

25

26

2525
24

25

25
25

25

3534
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　事業主の氏名（法人の名称）、事業主の住所（本店所在地）、事業の名称・所在地・事業の
種類（業種）等に変更があった場合は、「名称、所在地等変更届（様式第2号）」を所轄の労働
基準監督署（所掌3の場合はハローワーク）に提出してください。
　なお、法人の代表者のみの変更の場合は手続は不要です。
　なお、事業の所在地変更により、管轄の労働基準監督署が変わる場合は、変更後の所在地
を管轄する労働基準監督署に提出してください。（他都道府県に変更される場合も同様に変
更届による手続が可能となりました。）

　電子申請を利用することにより、労働局、労働基準監督署の窓口へ出向くことなく手続を
行うことができます。（電子申請するにあたっては、あらかじめ政府が認めた認証局の発行した
電子署名用の電子証明書の取得が必要です。）
　また、年度更新申告書に「アクセスコード※」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣
に印字されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式
をダウンロードした後に労働保険番号と「アクセスコード※」を入力することにより、お手元の年
度更新申告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むこと
ができ、前年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
　詳しくは「電子政府の総合窓口（e-Gov）」（http://www.e-gov.go.jp/）や、P.37～P.39に
電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
　なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」
（電話番号0570－041041（PHS・IP電話等の場合017－721－0363）、受付時間：9時から
19時まで（土日・祝祭日は17時まで））へお問い合わせください。 （通話は有料）

　必ず「労働保険番号」、「変更年月日」、変更箇所（変更前と変更後）、変更理由の記入をお
願いします。
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  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
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（なお、印字されている所在地は、登録されている「事務所」の所在地です。）
会社の事業内容が大きく変わりました、申告書はどうすれば良いですか。
業種の変更が必要な場合は、まず、変更届の提出が必要です、お近くの労働基準監督署
へお問い合わせください。

事業廃止に伴う確定申告では、口座振替納付ができない場合がありますので、管轄の労
働局へお問い合わせください。

（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
なお、申告書、還付請求書等のOCR様式はダウンロードできません。

新たな申告書が必要な場合には監督署、労働局にお問い合わせください。

26

20

26

26

7

内訳、 金額の

申告内容について、業者から問い合わせがありましたが。
申告書の審査について、厚生労働省が外部委託した業者より内容の照会をさせていただ
く場合があります。業者名については、同封のリーフレットをご覧ください。

25 26 

20

21 電子申請で申告をしましたが、電子申請の場合、必ず電子納付しなければいけませんか。
電子申請であっても、保険料を納付書で納付いただくことは可能です。
なお、この場合、電子申請画面の納付状況欄には納付結果が反映されませんのでご留意く
ださい。
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42 43

株式会社
○○興業

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

※口座振替を利用している事業場の申告書について
　口座振替を利用している方への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局、労働基
　準監督署又は社会保険・労働保険徴収事務センターへご提出ください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。
　　なお、前年度中に事業廃止している場合には、口座振替の対象にはなりませんので、ご留意ください。
　　詳しくは、都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。

 

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●●

8

2 6

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

注4　年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期
　　分の口座振替納付の処理を行うことができませんのでご留意ください。

にて

届出

納期

口座振替納付日

口座振替申込期限

口座振替を利用しない
場合の納期限

平成26年9月8日 平成26年11月14日 平成27年2月16日

平成26年7月10日 平成26年10月31日 平成27年2月2日

平成26年8月14日平成26年2月20日 平成26年10月13日

全期・第1期 第2期 第3期

○　申込み手続が完了した方に、振替が開始される納付日の2ヶ月程度前までに、
　登録情報の確認通知をお送りします。
○　口座振替日の2週間程度前に振替納付額等をお知らせします。
○　納付日から1ヶ月程度で振替結果通知をお送りします。

4.通知

口座振替を申込みいただいておりますので、
この申告書は金融機関で受付できません。
７月10日までに管轄労働局等に提出下さい。
全期・第１期口座振替日は、９月６日です。

※７月10日、９月６日が土・日・祝日の場合
には、翌営業日となります。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊
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・申告・納付期日最終日である　月　 日（木）は、労働局・監督署・金融機関・郵便局窓口において
　大変混雑することが予想されます。

　口座振替により、保険料・一般拠出金を納付することができます（詳しくは
※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

金額の頭に

なお、事業廃止等をしている場合は、一般拠出金率の訂正が必要な場合があります。
（5）　申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した業者より照会させていた
　　だく場合があります。

一般

19

3

3

内訳 の金額の

一般

 また、電子申請であれば 月 日（日）から申告・納付が可能です。

26

申告・納付は6月2日（月）から7月10日（木）までに




